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　抄　録　中国における意匠専利権評価報告書（以下，評価報告書）は，意匠権付与の要件に合致す
るか否かを国家知識産権局が分析・評価し，作成されるものです。最近では裁判や，EC（E-commerce）
サイトでの模倣品に対して意匠権に基づく出品削除申請を行う際に提出を求められることがあり，取
得件数は増加する傾向にあります。2017年には，12,348件もの評価報告書の請求がなされています。
そこで，評価報告書の取得と活用を中心に，Q&A形式で解説します。

意 匠 委 員 会
第 １ 小 委 員 会＊

Q 1  中国の評価報告書とはどのようなもの
ですか？

A 1  請求があった場合に国家知識産権局が発行する意匠権の書誌的事項，検索範
囲や検索結果，意匠権付与の要件に合致するか
否かの判断などを記載した文書です。詳細は，
評価報告書の和訳サンプルを文末に表示してい
ますので参照してください。

Q 2  評価報告書はどのような意匠権に対し
て請求できますか？

A 2  2009年10月１日以降の意匠出願であって，登録公告がなされた意匠権に対し
て評価報告書の請求ができます。

Q 3  評価報告書は誰が請求することができ
ますか？

A 3  権利者と利害関係人が請求することができます。利害関係人の例として，専
利実施独占許諾契約の被許諾人および意匠権者
に起訴権を付与された専利実施一般許諾契約の
被許諾人が挙げられています（「専利審査指南

2010」第五部分 第十章 2. 2）。そのため，現時
点では，評価報告書を請求できる利害関係人は
権利者側だけであり，侵害訴訟の被控訴人は請
求することができません。ただし，中華人民共
和国専利法改正案（草案）において，権利者と
被控訴人の双方が評価報告書を請求できる制度
への改正が検討されていますので，今後の動向
に注意する必要があります。

Q 4  評価報告書を取得するための具体的な
手続きを教えてください。

A 4  専利権評価報告請求書と関連証明書類を国家知識産権局に提出します。専利
権評価報告請求書には，意匠権の番号，権利者，
意匠の名称などの書誌的事項や，請求人，代理
人に関する情報を記入します。関連証明書類と
しては，①委任状，②専利実施許諾契約に係る
書類，③訴訟に関する証明書類があります。代
理人が，意匠の出願代理人と異なる場合には①
が必要となり，請求人が利害関係人の場合には
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②や③が必要となります。

Q 5  評価報告書を取得するのに要する費用
と期間を教えてください。

A 5  オフィシャルフィーは2,400元です。国家知識産権局が評価報告書の作成に
要する期間は，請求書の受領から２ヶ月以内と
規定されています（「専利法実施細則」第57条）。

Q 6  評価報告書を具体的にどのようなとき
に使いますか？

A 6  訴訟や税関差止め，ECサイトでの出品削除申請等を行う際に，評価報告書
の提出を求められることがあります。また，意
匠権侵害者に対し警告等を行う場合において，
評価報告書により権利の有効性を示すことが可
能です。

Q 7  評価報告書の提出が求められるECサ
イトの具体例を教えてください。

A 7  Taobao，TMALL，TMALL GLOBAL，1688，Alibaba，AliExpress，JD（京東），
拼多多等のECサイトで評価報告書が必要にな
ります。

Q 8  評価報告書を第三者が閲覧することは
できますか？

A 8  評価報告書は，国家知識産権局の特許検索システム（http://cpquery.sipo.
gov.cn/）でユーザー登録をすれば誰でも閲覧
することができます。

Q 9  評価報告書に法的拘束力はあります
か？

A 9  評価報告書に法的拘束力はありません。訴訟や無効審判での権利の有効性
判断にあたり，あくまで国家知識産権局の見解
として考慮されます。なお，評価報告書は現地

代理人による鑑定書と比較し，証拠として高く
評価されることが一般的です。

Q 10  評価報告書は複数回取得できますか？

A 10  評価報告書は同一の意匠権に対して，１回のみ作成されることとなっている
ため，複数回の取得はできません（「専利法実
施細則」第57条）。

Q 11  評価報告書の修正ができますか？

A 11  請求人は評価報告書を受け取ってから２ヶ月以内に限り，評価報告書に対す
る訂正の請求を申し立てることができます（「専
利審査指南2010」第五部分 第十章 ６）。
評価報告書内に，以下の誤りがある場合に，
訂正を行えます。
①書誌的事項の情報又は文字が間違っている
②専利権評価報告の作成手続が間違っている
③法の適用が明らかに間違っている
④�結論が依拠した事実の認定が明らかに間違っ
ている
⑤その他訂正すべき誤り

Q 12  評価報告書の訂正を請求するための具体的な手続きを教えてください。

A 12  評価報告書の訂正を請求する場合は，意見陳述書の形で書面によって，訂正
すべき内容及び訂正の理由を提出する必要があ
ります。意見陳述書の様式は特に決まりがあり
ませんが，専利書類（意匠図面等）の修正はで
きません（「専利審査指南2010」第五部分 第十
章 6.2）。
意見陳述書では，評価報告書に記載された引
用文献や結論に対して意見を陳述します。その
際，意匠権の有効性の判断に訂正すべき誤りが
ある場合には，自己に有利にはたらくと推測で
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きる裁判例，無効審決等の内容を用いて意見陳
述を行います。ただし，一般的に評価報告書の
結論を覆すことができる可能性は低いとされて
います。

Q 13  評価報告書が否定的見解であり，修正ができない場合に，どのような対策が
取れますか？

A 13  否定的見解を受けた自身の意匠権に無効審判を請求し，有効審決を得る対策
があります。有効審決を得ることができれば，
訴訟や税関差止め，ECサイトでの出品削除申
請等を行う際に，意匠権が有効であることの証
拠として提出することができます。審決は評価
報告書の見解よりも優先されます。

Q 14  評価報告書を取得する際に注意すべき点はどのような点ですか？

A 14  上述の通り評価報告書は，１回しか取得することができず，自己に不利な内
容だった場合の修正が難しく，第三者も閲覧が
可能なため，訴訟等の手続で必要となったとき
に取得することが望ましいです。
なお，自己の意匠権の新規性など権利の有効
性に不安を感じるときは，事前に，検索報告書＊ 

や現地代理人の鑑定書により自己の権利の有効
性を確認してから評価報告書を取得することを
お奨めします。
＊検索報告書とは，国家知識産権局専利検索咨
詢中心（CNIPA直轄機関）による調査報告書
です。その特徴は以下の通りとなります。
①�評価報告書と同様に法的拘束力はありませ
ん。
②�評価報告書と異なり，第三者の権利の有効性
を確認するために請求することができます。
③�評価報告書と異なり，検索報告書の内容を第
三者は閲覧することができません
④�自己に不利な内容だった場合は，再度請求す
ることができます。第三者の権利に対する請
求の際には，自己に有利にはたらく先行意匠
等の資料を提出することもできます。

まとめ　ECサイトでの出品削除申請等，意匠
権活用の検討時にあらかじめ評価報告書を取得
しておくことで，意匠権活用可否の可能性を把
握することができ，意匠権の活用に際しては有
効な手段です。一方で，評価報告書は，修正が
難しく，第三者が閲覧可能であるため，取得に
は十分な検討が必要です。そのため，戦略的活
用を視野に入れて評価報告書を取得しましょう。
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参照　中華人民共和国知識産権局　意匠専利権評価報告書（和訳サンプル）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 6　2019 861

（原稿受領日　2019年２月６日）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。


